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   道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う交通警察の運営につ

いて 

 

 みだしの件については、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（平成２１年内

閣府令第３３号。以下「改正府令」という。別添１）及び車体の構造上その運転に係る走

行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指

定する三輪の自動車を定める内閣府告示（平成２１年内閣府告示第２４９号。以下「告示」

という。別添２）が平成２１年６月２２日公布され、同年９月１日から施行されることと

なった。これらの趣旨、内容及び留意事項は下記のとおりであるので、円滑かつ適切に施

行されるよう、関係事務の運営に万全を期されたい。 

記 

１ 趣旨 

    これまで、大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分する基準となる車体の構造は、

「二輪の自動車（側車付きのものを含む。）」とされ、三輪の自動車は側車付きの大型

自動二輪車又は普通自動二輪車に該当しない限り、普通自動車に区分されていた。しか

し、三輪の自動車の中には、車輪及び車体を傾斜して旋回する構造を有するなど、従来

の三輪の普通自動車とは異なる構造の車両が相当数存在することが明らかとなり、これ

らの車両の運転特性について確認を行った結果、二輪車に近い運転特性が認められたこ

とから、これを二輪の自動車とみなし、大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分する

こととされたものである。併せて、改正府令の施行の際現に普通自動車対応免許（道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第７１条の５第２項に規定

する普通自動車対応免許をいう。以下同じ。）を受けており、かつ、二輪の自動車とみ

なされ、大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車（以下「特定大型自動二

輪車」という。）又は普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車（以下「特

定普通自動二輪車」という。）（以下これらを「特定二輪車」と総称する。）の運転に

従事している者（以下「特定二輪車運転従事者」という。）が、改正府令及び告示の施

行後も、特定二輪車の安全な運転を継続できるよう、所要の経過措置が設けられたもの。 

２ 内容 

 (1) 自動車の区分の見直し 



   車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性

に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動

車とみなして、改正府令による改正後の道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第

６０号。以下「府令」という。）第２条の表を適用することとし、内閣総理大臣が指

定する三輪の自動車を、次に掲げるすべての要件を満たすものとされた。（府令第２

条及び告示） 

  ア ３個の車輪を備えていること。 

  イ 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されていること。 

  ウ 同一線上の車軸における車輪の接地部中心点を通る直線の距離が４６０ミリメ

ートル未満であること。 

  エ 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有すること。 

 (2) 経過措置 

  ア 特定二輪車運転従事者が特定二輪車を運転する場合の経過措置 

    特定二輪車運転従事者が受けている普通自動車対応免許については、施行日（平

成２１年９月１日。以下同じ。）から起算して１年を経過する日（平成２２年８月

３１日。以下同じ。）までの間は、特定二輪車の運転に従事する場合に限り、大型

自動二輪車免許（以下「大型二輪免許」という。）又は普通自動二輪車免許（以下

「普通二輪免許」という。）（以下これらを「二輪免許」と総称する。）とみなし

て、二輪の自動車のうち特定二輪車に限り運転することが可能とされた。また、こ

のみなしは、施行日から起算して１年を経過する日以前に二輪免許を受けた者（下

記イ（イ）による免許（以下「特定二輪車限定免許」という。）を受けた者を含む。）

については、その免許を受けた日までの間とされた。（改正府令附則第２項及び第

３項） 

  イ 特例試験の実施 

   (ｱ) 特例試験の実施 

     都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、特定二輪車運転従事

者に対しては、施行日から起算して１年を経過する日までの間は、技能試験にお

いて特定大型自動二輪車を使用する大型二輪免許の運転免許試験又は技能試験に

おいて特定普通自動二輪車を使用する普通二輪免許の運転免許試験（以下「特例

試験」という。）を行うことができることとされた。（改正府令附則第４項及び

第５項） 

   (ｲ) 特定二輪車限定免許の付与 

     公安委員会は、特例試験に合格した者に対し二輪免許を与えるときには、運転

することができる自動車の種類を、大型二輪免許にあっては特定大型自動二輪車

及び特定普通自動二輪車に、普通二輪免許にあっては特定普通自動二輪車に限定

することとされた。（改正府令附則第６項） 

   (ｳ) 運転従事証明書の添付 

     特例試験を受けようとする者は、特定二輪車の運転に従事している者に該当す

る者であることを証明する書類を運転免許申請書に添付しなければならないこと

とされた。（改正府令附則第８項） 



   (ｴ) 取得時講習の免除 

     上記（イ）による二輪免許を受けようとする者については、取得時講習の受講

を免除することとされた。（改正府令附則第１２項） 

  ウ 二人乗りに関する特例 

    二輪免許を受けた者は、二輪免許を受けていた期間が通算して１年（高速自動車

国道等においては、２０歳以上であり、かつ、二輪免許を受けていた期間が通算し

て３年）に達しないときは、二人乗りをすることができないこととされている（法

第７１条の４第３項から第６項まで及び道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７

０号。以下「令」という。）第２６条の３の３）が、特定二輪車運転従事者につい

ては、次の特例が定められた。 

   (ｱ) 施行後に二輪免許（特定二輪車限定免許を含む。）を受けるまでの間の二人乗

りについて 

      上記アにより普通自動車対応免許が二輪免許とみなされている者については、

二輪免許（特定二輪車限定免許を含む。）を受けるまでの間、二人乗りをするこ

とができることとされた。（改正府令附則第９項） 

   (ｲ) 二輪免許（特定二輪車限定免許を含む。）を受けた後の二人乗りについて 

      二輪免許を受けた日前に特定二輪車の運転に従事していた期間（以下「運転従

事期間」という。）を証明する書類を住所地を管轄する公安委員会に提示し、運

転従事期間の確認を受けることにより、次の者について特定二輪車の運転従事期

間を二輪免許を受けていた期間とみなして、二人乗りの条件に関する期間を計算

することとされた。（改正府令附則第１０項及び第１１項） 

    ａ 特定二輪車限定免許を受けた者 

    ｂ 施行日から１年６月以内に二輪免許を受けた者（上記ａに該当する者を除

く。） 

      なお、施行日から１年６月以内に二輪免許を受けた者を特例の対象としたの

は、令第２６条の３の３の規定により、現在受けている二輪免許を受けた日前

６月以内に二輪免許を受けていたことがある者については、当該受けていたこ

とがある二輪免許を受けていた期間についても二人乗りの運転経験に算入する

こととされているところ、特定二輪車運転従事者については、上記アのとおり、

施行日から起算して１年を経過する日までの間は、二輪免許を取得しなくとも

特定二輪車を運転することが可能とされたことから、施行日から起算して１年

を経過する日の後、６月以内に二輪免許を受けた者についても、これと同視す

ることができるためである。 

    ｃ 施行日前に二輪免許を受けた者 

３ 留意事項 

 (1) 改正内容の周知の徹底 

   今回の法改正により、自動車の区分が変更され、特定二輪車を運転する際には二輪

免許を要することとなること、これに伴い交通規制や運転者の遵守事項等の道路交通

法上の取扱いが変更されること及び特定二輪車運転従事者に対して特例試験を実施

することとしているなどについて、県警ホームページに掲載する等の広報啓発活動を



積極的に実施するほか、販売業者等に協力を求めるなどして、県民に対し周知の徹底

を図ることとする。周知に当たっては、特に次の事項について誤りのないように留意

すること。 

ア 特定二輪車を運転する者は、施行日以後、運転の際に乗車用ヘルメットをかぶら

なければならないこと。 

  イ 特定二輪車運転従事者は、施行日から１年を経過する日までの間、特例試験を受

け、これに合格した者は特定二輪車限定免許を受けることができること。 

  ウ 特定二輪車運転従事者は、施行日から１年を経過する日までの間（二輪免許（特

定二輪車限定免許を含む。）を受けたときは、当該免許を受けた日までの間）、特

定二輪車を運転することができ、この場合には下記エの二人乗りの規制は及ばない

こと。 

  エ 二輪免許（特定二輪車限定免許を含む。）を受けた特定二輪車運転従事者にあっ

ては当該免許を受けた日以後、特定二輪車運転従事者以外の特定二輪車を運転する

者にあっては施行日以後、二輪免許（特定二輪車限定免許を含む。）を受けていた

期間と公安委員会の確認を受けた運転従事期間が通算して１年（高速自動車国道等

においては、２０歳以上であり、かつ、二輪免許（特定二輪車限定免許を含む。）

を受けていた期間と公安委員会の確認を受けた運転従事期間が通算して３年）に達

しないときは、二人乗りをすることができないこと。 

  オ 特定二輪車を運転する者は、施行日以後、二輪の自動車に対する通行の禁止等の

交通規制に従わなければならないこと。 

  カ 施行日以後、特定二輪車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度

は、１００キロメートル毎時（施行日前は、特定二輪車は三輪の普通自動車に該当

していたため、８０キロメートル毎時）であること。 

 (2) 警察職員に対する教養の実施 

   特定二輪車を運転する者に対する法令の適用や特例試験の手続等の教示に誤りの

ないよう、交通指導取締りに従事し、又は問い合わせを受けることが予想される警察

職員に対する教養を行うこと。 

 (3) その他 

   特例試験の実施方法、二人乗りの条件に関する期間を計算するための特定二輪車の

運転従事期間の確認手続、運転者管理システムにおける処理方法、特定二輪車を運転

する者に対する交通指導取締りに当たっての留意事項等については、別途指示する。 

 








